


別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

160ｈａ

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

坂東市
岩井地区
（鵠戸沼土地改良区、岩井土地改
良区、上記以外の地区）

平成２５年６月 令和２年３月

①地区内の耕地面積 310ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 281ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計

（備考）

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 155ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 46ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 1.97ｈａ

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、643筆、419,314㎡となっている。

　　自作を続けていく耕作面積が、地域の農地面積の50％を超えているが、後継者が未定なので世代交代による
後継者の確保が必要。中心経営体が引き受ける意向の農地面積が少ないので、入作を受け入れる。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者20経営体が担うほか、入作を希望する.
　特に水田利用については1経営体、畑地については1経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進していく。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 A-1 野菜 2.7 野菜 地域内
認農 A-2 野菜 2.6 野菜 地域内
認農 A-3 野菜 1.8 野菜 地域内
認農 A-4 米、野菜 1.6 米、野菜 0.3 地域内
認農 A-5 米、野菜 2.2 米、野菜 1.4 地域内
認農 A-6 米、野菜 3.6 米、野菜 地域内
認農 A-7 野菜 3.4 野菜 地域内
認農 A-8 米、野菜 3.2 米、野菜 地域内
認農 A-9 米、野菜 2.6 米、野菜 地域内
認農 A-10 野菜 3.65 野菜 地域内
認農 A-11 米、野菜 1.62 米、野菜 地域内
認農 A-12 野菜 2.5 野菜 地域内

認農法 A-13 野菜 1.4 野菜 地域内
認農 A-14 米、野菜 0.55 米、野菜 地域内

認農
法 A-15 野菜 0.6 野菜 地域内
認農 A-16 米、野菜 2.95 米、野菜 地域内
認農 A-17 野菜 2.05 野菜 地域内

認農
法 A-18 米、野菜 5.5 米、野菜 地域内
認農 A-19 野菜 0.57 野菜 地域内
認農 A-20 野菜 27 野菜 0.27 入作

計 72.09 1.97

実質化された人・農地プラン（岩井地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市

弓馬田地区
（弓馬田土地改良区、岩井土地改
良区、立川土地改良区、上記以外
の地区）

平成２５年３月 令和3年3月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 418ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 314ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 236ｈａ

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 118ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 77ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 39.1ｈａ

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、728筆、559,821㎡となっている。

（備考）

水田については、受け入れ意向のある経営体が多くいる、畑地については受け入れる意向の農家が少ない。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者23経営体が担うほか、入作を希望する
　特に水田利用については1経営体、畑地については2経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 B-1 米、野菜 2.6 米、野菜 地域内
認農 B-2 米、野菜 3.2 米、野菜 5 地域内
認農 B-3 米、野菜 1.8 米、野菜 0.6 地域内
認農 B-4 野菜 0.9 野菜 地域内
認農 B-5 米、野菜 4.35 米、野菜 0.8 地域内
認農 B-6 野菜 1.2 野菜 5 地域内
認農 B-7 米、野菜 5.8 米、野菜 地域内
認農 B-8 米、野菜 2.54 米、野菜 地域内

認農法 B-9 養鶏 ― 養鶏 地域内
認農法 B-10 養鶏 ― 養鶏 地域内
認農 B-11 野菜 0.73 野菜 4.4 地域内

認農法 B-12 養豚 ― 養豚 地域内
認農法 B-13 野菜 6.4 野菜 地域内
認農 B-14 米、野菜 4.9 米、野菜 6 地域内
認農 B-15 米 29.3 米 地域内
認農 B-16 米、野菜 1.6 米、野菜 地域内
認農 B-17 酪農 ― 酪農 地域内
認農 B-18 花き 1.84 花き 地域内
認農 B-19 野菜 0.9 野菜 地域内
認農 B-20 米、野菜 3.8 米、野菜 地域内
認農 B-21 米 27 米 15 入作
認農 B-22 野菜 28 野菜 0.3 入作

認農法 B-23 米、野菜 59 米、野菜 2 地域外
計 185.86 39.1

実質化された人・農地プラン（弓馬田地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市

飯島地区
（茨城南総土地改良区、立川土地
改良区、吉田用水土地改良区、上
記以外の地区）

平成２５年６月 令和2年3月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

　水稲の盛んな地域で、大規模経営体が多くいて受け入れ意向面積も大きい。畑地については大規模化が難し
いため入作を希望。自作を続けていく耕作面積が過半を超えているが、後継者未定のため、後継者の確保が必
要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者16経営体が担うほか、入作を希望する
　特に水田利用については6経営体、畑地については1経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

①地区内の耕地面積 481ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 399ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 221ｈａ

（備考）

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 248ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 89ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 106ｈａ

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、313筆、313,607㎡となっている。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 C-1 米、野菜 10.3 米、野菜 地域内
認農 C-2 米、野菜 8.1 米、野菜 80 地域内
認農 C-3 米、野菜 4.01 米、野菜 20 地域内
認農 C-4 米、野菜 1.29 米、野菜 地域内
認農 C-5 米 6.1 米 地域内
認農 C-6 米、野菜 8 米、野菜 1 地域内

認農法 C-7 米、野菜 97 米、野菜 地域内
認農 C-8 米 65 米 地域内

認農法 C-9 米 65 米 地域内
認農 C-10 米 65 米 地域内
認農 C-11 米、野菜 3.35 米、野菜 地域内
認農 C-12 米 2.2 米 地域内

認農法 C-13 米 154 米 地域内
認農法 C-14 米、野菜 2.1 米、野菜 地域内
認農 C-15 米 6.5 米 地域内

認農法 C-16 米、野菜 59 米、野菜 5 地域外
計 556.95 106

実質化された人・農地プラン（飯島地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市

神大実地区
（香取前土地改良区、前沼土地改
良区、便無山下土地改良区、小谷
沼土地改良区、岩井土地改良区、
上記以外の地区）

平成２５年６月 令和元年９月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 488ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 398ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 258ｈａ

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、1,110筆、854,453㎡となっている。

（備考）

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 198ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 122ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 19.3ｈａ

　　自作を続けていく耕作面積が、地域の農地面積の半分くらいあるが、後継者が未定なので世代交代による後
継者の確保が必要。中心経営体が引き受ける意向の農地面積が少ないので、入作を受け入れる。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者15経営体が担うほか、入作を希望する
　特に水田利用については2経営体、畑地については1経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 D-1 米、野菜 3.6 米、野菜 地域内
認農 D-2 米 14 米 地域内
認農 D-3 米、野菜 74 米、野菜 地域内
認農 D-4 米、野菜 1.45 米、野菜 地域内
認農 D-5 野菜 1.3 野菜 地域内
認農 D-6 米、野菜 2.57 米、野菜 0.3 地域内
認農 D-7 米、野菜 3.62 米、野菜 地域内
認農 D-8 野菜 1.65 野菜 地域内
認農 D-9 米 3 米 地域内
認農 D-10 米 9 米 地域内
認農 D-11 米 1 米 0.5 地域内
認農 D-12 野菜 2 野菜 10 入作
認農 D-13 米、野菜 8.1 米、野菜 5 入作
認農 D-14 米、野菜 8 米、野菜 1.5 入作

認農法 D-15 米、野菜 59 米、野菜 2 地域外
計 192.29 19.3

実質化された人・農地プラン（神大実地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市 七郷地区（七郷中川土地改良区、上記以外の地区） 平成２５年３月 令和２年３月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 585ha

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 550ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 341ｈａ

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、1,316筆、946,885㎡となっている。

（備考）

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 274ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 99ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 44.5ｈａ

　水稲の盛んな地域で、大規模経営体が多くいて受け入れ意向面積も大きい。畑地については大規模化が難し
いため入作を希望。自作を続けていく耕作面積が過半を超えているが、後継者未定のため、後継者の確保が必
要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者25経営体が担うほか、入作を希望する
　特に水田利用については3経営体、畑地については1経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一　時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 E-1 果樹 1.7 果樹 地域内
認農 E-2 米、野菜 24.3 米、野菜 30 地域内

認農法 E-3 米、野菜 107 米、野菜 地域内
認農 E-4 米 1.5 米 3 地域内
認農 E-5 米 7 米 地域内
認農 E-6 米、野菜 2 米、野菜 0.95 地域内
認農 E-7 野菜 2 野菜 地域内
認農 E-8 米、野菜 1.9 米、野菜 地域内
認農 E-9 米、野菜 3.2 米、野菜 1 地域内
認農 E-10 野菜 1.8 野菜 地域内
認農 E-11 野菜 1.25 野菜 地域内
認農 E-12 米、野菜 7.64 米、野菜 1 地域内
認農 E-13 米、野菜 2.52 米、野菜 0.5 地域内
認農 E-14 米、野菜 21.8 米、野菜 地域内
認農 E-15 米 16 米 地域内
認農 E-16 野菜 1.1 野菜 地域内
認農 E-17 野菜 2.2 野菜 地域内
認農 E-18 野菜 2.8 野菜 地域内
認農 E-19 米、野菜 5.97 米、野菜 地域内
集 E-20 野菜、そば 29.2 野菜、そば 地域内

認農 E-21 野菜 24.5 野菜 地域内
認農 E-22 米、野菜 2.3 米、野菜 地域内
認農 E-23 野菜 1.55 野菜 1 地域内
認農 E-24 野菜 4 野菜 地域内
認農 E-25 野菜 0.55 野菜 7 地域内

275.78 44.45

実質化された人・農地プラン（七郷）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市

中川地区
（鵠戸沼土地改良区、七郷中川土
地改良区、初崎土地改良区、上記
以外の地区）

平成２５年３月 令和元年９月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 686ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 407ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 256ｈａ

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、963筆、856,922㎡となっている。

（備考）

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 213ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 89ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 22.1ｈａ

畑作が盛んな地域なので、畑については、受け入れる経営体が多いが、大規模化が難しいので、入作も必要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者25経営体が担うほか、入作を希望する
　特に水田利用については1経営体、畑地については6経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 F-1 野菜 2.3 野菜 A集落
認農 F-2 米、野菜 6.4 米、野菜 0.5
認農 F-3 野菜 3.6 野菜
認農 F-4 米、野菜 5.07 米、野菜 B集落

認農法 F-5 野菜 8.95 野菜 B集落
認農 F-6 米、野菜 6.38 米、野菜 B集落
認農 F-7 米、野菜 5.05 米、野菜 B集落
認農 F-8 米、野菜 5.04 米、野菜 C集落
認農 F-9 米、野菜 3.03 米、野菜 C集落

認農法 F-10 養豚 － 養豚 C集落
認農 F-11 野菜 3.3 野菜 2 C集落

認農法 F-12 野菜 1.05 野菜 3
認農 F-13 野菜 2 野菜
認農 F-14 米、野菜 3 米、野菜 5

認農法 F-15 養豚 － 養豚
認農 F-16 米、野菜 3.05 米、野菜
認農 F-17 米、野菜 4.4 米、野菜
認農 F-18 野菜 1.5 野菜
認農 F-19 野菜 0.7 野菜 0.7
認農 F-20 野菜 2.4 野菜
認農 F-21 米、野菜 2.95 米、野菜 0.3
認農 F-22 米、野菜 24.3 米、野菜 10
認農 F-23 野菜 3.9 野菜 0.4
認農 F-24 米、野菜 2.65 米、野菜 0.15

認農法 F-25 米、野菜 59 米、野菜 1 地域外
計 160.02 23.05

実質化された人・農地プラン（中川地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市
長須地区
（鵠戸沼土地改良区、西総土地改
良区、上記以外の地区）

平成２５年３月 令和３年３月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 686ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 633ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 376ｈａ

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、775筆、719,089㎡となっている。

（備考）

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 391ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 101ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 32ｈａ

　畑作が盛んな地域なので、畑については、受け入れる経営体が多いが、大規模化が難しいので、入作も必要。
自作を続ける意向の耕作面積が地域の農地面積の過半を超えているが、後継者が未定なので後継者の確保が
必要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者94経営体が担うほか、入作を希望する
　特に水田利用については7経営体、畑地については11経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 G-1 米、野菜 30.2 米、野菜
認農 G-2 米、野菜 3.6 米、野菜
認農 G-3 米、野菜 2.57 米、野菜
認農 G-4 野菜 3.5 野菜 0.3
認農 G-5 野菜 1.7 野菜
認農 G-6 米、野菜 2.78 米、野菜
認農 G-7 野菜 2 野菜
認農 G-8 米、野菜 3.87 米、野菜
認農 G-9 野菜 2.8 野菜
認農 G-10 野菜 3.1 野菜 1
認農 G-11 野菜 6.4 野菜
認農 G-12 米、野菜 3.95 米、野菜
認農 G-13 野菜 3 野菜
認農 G-14 野菜 1.95 野菜 1.3
認農 G-15 野菜 2.5 野菜
認農 G-16 野菜 3.6 野菜
認農 G-17 米、野菜 4.45 米、野菜 3
認農 G-18 野菜 2.4 野菜
認農 G-19 野菜 4.1 野菜
認農 G-20 米、野菜 3.87 米、野菜
認農 G-21 野菜 2.2 野菜
認農 G-22 野菜 2.8 野菜
認農 G-23 野菜 3.1 野菜
認農 G-24 野菜 2.2 野菜
認農 G-25 米、野菜 2.9 米、野菜 1
認農 G-26 米、野菜 3.2 米、野菜
認農 G-27 米、野菜 4.73 米、野菜 0.5
認農 G-28 野菜 2.95 野菜
認農 G-29 野菜 3.1 野菜
認農 G-30 野菜 3.1 野菜
認農 G-31 米、野菜 3.9 米、野菜 1.8
認農 G-32 米、野菜 5.63 米、野菜
認農 G-33 野菜 2.7 野菜 0.5
認農 G-34 米、野菜 4.4 米、野菜
認農 G-35 米、野菜 2.1 米、野菜
認農 G-36 米、野菜 4.14 米、野菜
認農 G-37 米、野菜 5.95 米、野菜
認農 G-38 米、野菜 1.95 米、野菜
認農 G-39 米、野菜 2.85 米、野菜
認農 G-40 米、野菜 6.6 米、野菜

認農法 G-41 野菜 8.8 野菜
認農 G-42 野菜 3.1 野菜 0.7
認農 G-43 米、野菜 4.1 米、野菜
認農 G-44 米、野菜 78 米、野菜
認農 G-45 米、野菜 4.4 米、野菜 0.5
認農 G-46 野菜 1.65 野菜
認農 G-47 米、野菜 3.45 米、野菜
認農 G-48 野菜 4.3 野菜

認農法 G-49 米、野菜 96.2 米、野菜
認農 G-50 花き 0.74 花き
認農 G-51 米、野菜 2.24 米、野菜 1
認農 G-52 野菜 4.4 野菜 0.4
認農 G-53 野菜 3.8 野菜
認農 G-54 米、野菜 1.8 米、野菜 1
認農 G-55 野菜 2.5 野菜
認農 G-56 野菜 2.45 野菜
認農 G-57 野菜 6.5 野菜
認農 G-58 米、野菜 3.65 米、野菜 1
認農 G-59 野菜 2.9 野菜 0.85
認農 G-60 米、野菜 3.8 米、野菜
認農 G-61 野菜 6.7 野菜 8
認農 G-62 野菜 1.5 野菜
認農 G-63 米、野菜 1.6 米、野菜
認農 G-64 米、野菜 1.9 米、野菜 3.8
認農 G-65 米、野菜 5.25 米、野菜
認農 G-66 米、野菜 3.3 米、野菜 0.3
認農 G-67 米、野菜 2.18 米、野菜
認農 G-68 野菜 4.3 野菜
認農 G-69 野菜 3.74 野菜
認農 G-70 米、野菜 2.65 米、野菜 0.15
認農 G-71 米、野菜 3.9 米、野菜
認農 G-72 野菜 2.95 野菜
認農 G-73 米、野菜 2.95 米、野菜
認農 G-74 米、野菜 3.77 米、野菜
認農 G-75 野菜 3.9 野菜
認農 G-76 野菜 4.6 野菜
認農 G-77 米、野菜 2.96 米、野菜 0.5
認農 G-78 米、野菜 3.37 米、野菜
認農 G-79 米、野菜 4.66 米、野菜 1.8
認農 G-80 野菜 3.6 野菜
認農 G-81 野菜 2.7 野菜
認農 G-82 野菜 2.7 野菜
認農 G-83 野菜 1.4 野菜 0.2
認農 G-84 米、野菜 4.15 米、野菜 2
認農 G-85 米、野菜 3.11 米、野菜
認農 G-86 米、野菜 3.98 米、野菜
認農 G-87 野菜 2.25 野菜
認農 G-88 米、野菜 0.85 米、野菜 0.2
認農 G-89 米、野菜 5.41 米、野菜
認農 G-90 野菜 1.95 野菜
認農 G-91 米、野菜 5.41 米、野菜
認農 G-92 米、野菜 0.7 米、野菜
認農 G-93 野菜 4.5 野菜
認農 G-94 米、野菜 1.6 野菜 0.2

計 512.11 32

実質化された人・農地プラン（長須地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市

七重地区
（鵠戸沼土地改良区、入沼土地改
良区、岩井土地改良区、畑総冨田
地区、畑総寺久・みむら地区、畑
総借宿生子地区、畑総岩井北部
地区、畑総駒跿地区、畑総坂東中
央地区、上記以外の地区）

平成２５年３月 令和３年３月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 656ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 608ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 360ｈａ

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、675筆、583,536㎡となっている。

（備考）

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 314ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 125ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 52.2ｈａ

　畑作が盛んな地域であり畑総の基盤整備も進んでいるので、畑については、受け入れる経営体が多いが、大規
模化が難しいので、入作も必要。自作を続ける以降の面積も多いが、後継者が未定なので後継者の確保が必
要。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者80経営体が担うほか、入作を希望する
　特に水田利用については3経営体、畑地については8経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農法 H-1 養鶏 － 養鶏
認農 H-2 野菜 1.75 野菜 0.6
認農 H-3 野菜 1.4 野菜
認農 H-4 野菜 2.3 野菜 0.4
認農 H-5 野菜 3 野菜
認農 H-6 野菜 3 野菜
認農 H-7 野菜 2.4 野菜 1
認農 H-8 野菜 3.3 野菜 0.5
認農 H-9 野菜 1.8 野菜
認農 H-10 野菜 2.7 野菜
認農 H-11 野菜 3.3 野菜
認農 H-12 米、野菜 4.7 米、野菜
認農 H-13 米、野菜 5.3 米、野菜
認農 H-14 米、野菜 3.2 米、野菜
認農 H-15 米、野菜 6 米、野菜
認農 H-16 米、野菜 2.95 米、野菜
認農 H-17 米、野菜 4.92 米、野菜 4
認農 H-18 野菜 2.2 野菜
認農 H-19 米、野菜 2.55 米、野菜 1
認農 H-20 米、野菜 1.97 米、野菜
認農 H-21 野菜 2.25 野菜
認農 H-22 米、野菜 1.82 米、野菜
認農 H-23 野菜 2.45 野菜
認農 H-24 米、野菜 3.15 米、野菜
認農 H-25 米、野菜 3.9 米、野菜 1
認農 H-26 野菜 2.1 野菜 0.5
認農 H-27 野菜 3.2 野菜
認農 H-28 野菜 2.3 野菜 2
認農 H-29 野菜 2.58 野菜
認農 H-30 米、野菜 2.35 米、野菜
認農 H-31 米、野菜 1.65 米、野菜
認農 H-32 米、野菜 5.15 米、野菜
認農 H-33 野菜 3 野菜
認農 H-34 米、野菜 72 米、野菜
認農 H-35 米、野菜 6.9 米、野菜 5
認農 H-36 野菜 3.7 野菜
認農 H-37 野菜 6.2 野菜 10
認農 H-38 米、野菜 6.6 米、野菜
認農 H-39 米、野菜 1.6 米、野菜 0.5
認農 H-40 米、野菜 1.45 米、野菜
認農 H-41 米、野菜 3.75 米、野菜
認農 H-42 野菜 4 野菜
認農 H-43 野菜 2.8 野菜
認農 H-44 米、野菜 2.91 米、野菜
認農 H-45 野菜 3 野菜 1.8
認農 H-46 野菜 4.55 野菜 5
認農 H-47 米、野菜 3.3 米、野菜
認農 H-48 野菜 3.5 野菜 0.5
認農 H-49 野菜 3.37 野菜
認農 H-50 米、野菜 2.83 米、野菜 6
認農 H-51 米、野菜 0.81 米、野菜
認農 H-52 米、野菜 4.32 米、野菜 3.5
認農 H-53 野菜 1.45 野菜
認農 H-54 米、野菜 2.76 米、野菜
認農 H-55 野菜 13.8 野菜
認農 H-56 米、野菜 2.13 米、野菜
認農 H-57 米、野菜 2.17 米、野菜 2
認農 H-58 米、野菜 1.9 米、野菜
認農 H-59 米、野菜 2.53 米、野菜 1
認農 H-60 米、野菜 1.18 米、野菜
認農 H-61 野菜 4.8 野菜
認農 H-62 野菜 4.4 野菜 0.5
認農 H-63 米、野菜 3.3 米、野菜
認農 H-64 野菜 1.9 野菜
認農 H-65 野菜 2.2 野菜
認農 H-66 野菜 2 野菜
認農 H-67 野菜 1 野菜 0.5
認農 H-68 野菜 1 野菜
認農 H-69 野菜 2 野菜

認農法 H-70 養鶏 - 養鶏
認農 H-71 米、野菜 1.5 米、野菜
認農 H-72 米、野菜 2.3 米、野菜 0.5
認農 H-73 野菜 0.5 野菜
認農 H-74 米、野菜 2.4 米、野菜
認農 H-75 米、野菜 5.3 米、野菜
認農 H-76 米、野菜 4.45 米、野菜 0.5
認農 H-77 米、野菜 米、野菜 1.5
認農 H-78 米、野菜 米、野菜 0.4
認農 H-79 米、野菜 米、野菜 1

認農法 H-80 米、野菜 59 米、野菜 1 地域外
計 358.2 52.2

実質化された人・農地プラン（七重地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市

生子菅地区
（生子菅土地改良区、鵠戸沼土地
改良区、入沼土地改良区、境東部
土地改良区、岩井土地改良区、畑
総西生子地区、畑総借宿生子地
区、上記以外の地区）

平成２５年６月 令和３年３月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 517ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 461ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 265ｈａ

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 208ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 109ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 65.8ｈａ

（備考）

　畑作が盛んな地域であり畑については、受け入れる経営体が多く、近隣市町からの入作も多い。自作を続ける
意向の面積も多いが、後継者が未定なので後継者の確保が必要。水田は土地改良区が多いので、他地域から
の入作もしやすい。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者40経営体が担うほか、入作を希望する。
　特に水田利用については1経営体、畑地については3経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、612筆、602,224㎡となっている。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 K-1 野菜 3.6 野菜 地域内
認農 K-2 米、野菜 2.6 米、野菜 地域内
認農 K-3 米、野菜 4.1 米、野菜 0.5 地域内
認農 K-4 野菜 4.7 野菜 地域内
認農 K-5 米、野菜 1.88 米、野菜 地域内
認農 K-6 野菜 4.5 野菜 地域内
認農 K-7 野菜 5 野菜 地域内
認農 K-8 野菜 4.8 野菜 地域内
認農 K-9 米、野菜 4.52 米、野菜 地域内
認農 K-10 野菜 4.7 野菜 2.5 地域内
認農 K-11 野菜 5.64 野菜 1.5 地域内
認農 K-12 米 16.3 米 地域内
認農 K-13 野菜 1.07 野菜 10 地域内
認農 K-14 野菜 1.3 野菜 2 地域内
認農 K-15 野菜 6 野菜 地域内
認農 K-16 野菜 4.3 野菜 地域内
認農 K-17 野菜 2.75 野菜 地域内
認農 K-18 野菜 1.68 野菜 地域内

認農法 K-19 茶 10.8 茶 地域内
認農 K-20 茶 6 茶 地域内
認農 K-21 茶 2.1 茶 地域内
認農 K-22 茶 3 茶 地域内
認農 K-23 野菜 4.6 野菜 1.6 地域内
認農 K-24 米、野菜 3.94 米、野菜 地域内
認農 K-25 米、野菜 2.84 米、野菜 地域内
認農 K-26 野菜 0.91 野菜 地域内
認農 K-27 野菜 4.9 野菜 地域内
認農 K-28 養鶏 ― 養鶏 地域内

認農法 K-29 野菜 0.67 野菜 地域内
認農 K-30 米、野菜 6.4 米、野菜 地域内
認農 K-31 野菜 1.65 野菜 30 地域内
認農 K-32 野菜 3.78 野菜 地域内

認農法 K-33 野菜 2.49 野菜 10 地域内
認農 K-34 野菜 10.3 野菜 1 地域内
認農 K-35 野菜 2.2 野菜 地域内
認農 K-36 米、野菜 6.1 米、野菜 2 地域内
認農 K-37 米、野菜 1.8 米、野菜 地域内
認農 K-38 米、野菜 1.9 米、野菜 0.7 地域内
認農 K-39 野菜 0.9 野菜 地域内
認農 K-40 野菜 1.9 野菜 4 地域外

計 158.62 65.8

実質化された人・農地プラン（生子菅地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市

逆井山地区
（茨城南総土地改良区、逆井土地
改良組合、入沼土地改良区、畑総
逆井地区、畑総東山田地区、上記
以外の地区）

平成２５年３月 令和元年９月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 700ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 626

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 386ｈａ

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 315ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 146ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 21.2ｈａ

（備考）

　経営体が多く自作を続ける意向の面積も多いが、後継者が未定なので後継者の確保が必要。水田は土地改良
区が多いので、他地域からの入作もしやすい。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者34経営体が担うほか、入作を希望する。
　特に水田利用については8経営体、畑地については12経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、855筆、633,253㎡となっている。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 J-1 米、野菜 7.6 米、野菜
認農法 J-2 米、野菜 5.32 米、野菜
認農 J-3 米、野菜 6.5 米、野菜
認農 J-4 米、野菜 7.5 米、野菜
認農 J-5 米、野菜 6 米、野菜
認農 J-6 米、野菜 3.3 米、野菜
認農 J-7 米、野菜 2.28 米、野菜 2

認農法 J-8 米、野菜 17.8 米、野菜 3
認農 J-9 酪農 134.2 酪農 4
認農 J-10 米、野菜 11 米、野菜
認農 J-11 米、野菜 20 米、野菜
認農 J-12 米、野菜 1.5 米、野菜
認農 J-13 米、野菜 6.55 米、野菜
認農 J-14 野菜 8.48 野菜
認農 J-15 野菜 1.9 野菜
認農 J-16 野菜 6.42 野菜 0.5
認農 J-17 野菜 2.15 野菜
認農 J-18 野菜 2.7 野菜
認農 J-19 茶 1.75 茶 0.2
認農 J-20 茶 5.1 茶
認農 J-21 野菜 1.5 野菜
認農 J-22 米、野菜 3.79 米、野菜
認農 J-23 米、野菜 5.5 米、野菜
認農 J-24 野菜 3.6 野菜
認農 J-25 野菜 1.2 野菜
認農 J-26 米、野菜 4.8 米、野菜
認農 J-27 米、野菜 1.8 米、野菜 0.5
認農 J-28 米、野菜 8.2 米、野菜

認農法 J-29 米 0.6 米
認農 J-30 米、野菜 9.8 米、野菜
認農 J-31 野菜 4.2 野菜
認農 J-32 野菜 1 野菜

認農法 J-33 野菜 2.49 野菜 10 地域外
認農法 J-34 米、野菜 59 米、野菜 1 地域外

計 365.53 21.2

実質化された人・農地プラン（逆井山地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲



別紙１　参考様式

１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

坂東市
沓掛内野山地区
（茨城南総土地改良区、立川土地
改良組合、上記以外の地区）

平成２５年３月 令和３年３月

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

①地区内の耕地面積 498ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 414ｈａ

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 255ｈａ

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 215ｈａ

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 94ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 35.13ｈａ

（備考）

　経営体が多く自作を続ける意向の面積も多いが、後継者が未定なので後継者の確保が必要。水田は土地改良
区が多いので、他地域からの入作もしやすい。

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　農地利用は、中心経営体である認定農業者22経営体が担うほか、入作を希望する
　特に水田利用については2経営体、畑地については4経営体が担っていく。
　また、認定農業者や認定新規就農者の受け入れを促進する。

農地中間管理機構の活用方針
　　土地改良区を重点実施地区とし、将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかか
わらず、
　原則として、農地を機構に貸し付けていく。
　　中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には、農地バンクの機能を活用し、農
地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう、機構を通じて中心経営体への貸付
けを進めていく。

農地の貸付け等の意向
　　貸付け等の意向が確認された農地は、720筆、583,534㎡となっている。



別紙１　参考様式

（参考）　中心経営体

認農 L-1 米、たばこ 9.9 米、たばこ
認農 L-2 野菜 8 野菜
認農 L-3 米、野菜 3.4 米、野菜 0.5
認農 L-4 米、野菜、養豚 3.8 米、野菜、養豚
認農 L-5 米、野菜、養豚 2.75 米、野菜、養豚 1
認農 L-6 米、野菜、養豚 3.25 米、野菜、養豚
認農 L-7 米、野菜 2.27 米、野菜
認農 L-8 米、野菜 1.79 米、野菜

認農法 L-9 米、野菜 59 米、野菜 5
認農 L-10 花き 1.75 花き 16
認農 L-11 米 8 米
認農 L-12 果樹 0.8 果樹 0.6
認農 L-13 米、野菜 1.168 米、野菜
認農 L-14 米、野菜 3.31 米、野菜 3.48
認農 L-15 米 2 米 0.05
認農 L-16 米、野菜 3.7 米、野菜 4
認農 L-17 米、野菜 3.4 米、野菜
認農 L-18 野菜 6.5 野菜 3

認農法 L-19 養豚 － 養豚
認農 L-20 野菜 0.53 野菜
認農 L-21 野菜 1.16 野菜

認農法 L-22 養鶏 - 養鶏 1.5

計 126.478 35.13

実質化された人・農地プラン（沓掛内野山地区）

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 農業を営む範囲
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